
第56回

開催日時
2022年６月28日（火曜日）午前10時
(受付開始：午前９時)

新型コロナウイルス感染拡大防止及び株主の皆様の
安全確保の観点から、本定時株主総会につきまして
は、極力、書面またはインターネットにより事前の
議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお
控えいただきますようお願い申し上げます。

開催場所
兵庫県伊丹市中央六丁目２番33号
伊丹シティホテル ３階 光陽の間
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

議決権行使期限
2022年６月27日（月曜日）

午後５時45分まで

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役７名選任の件
第４号議案 補欠監査役２名選任の件

目 次

第56回定時株主総会招集ご通知・・・・・ １
株主総会参考書類・・・・・・・・・・・ ５
添付書類

事業報告・・・・・・・・・・・・・・17
連結計算書類・・・・・・・・・・・・40
計算書類・・・・・・・・・・・・・・43
監査報告書・・・・・・・・・・・・・46

　

証券コード 4341

西菱電機株式会社
　



株主総会にご出席の株主様へのお土産及びお飲み物のご用意はございません。
何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応について

【株主の皆様へのお願い】
・感染拡大防止及び株主の皆様の安全確保の観点から、本定時株主総会につきましては、極力、書
面またはインターネットにより事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお控えい
ただきますようお願い申し上げます。
・本定時株主総会にご出席される株主様におかれましては、株主総会当日までの健康状態にご留意
いただき、ご無理のないようお願い申し上げます。
・発熱や咳などの症状のある株主様やその他体調不良と見受けられる株主様にはご入場をお断りす
る場合がございます。
・ご来場の株主様におかれましては、マスクの着用及びアルコール消毒液の使用等、感染拡大防止
のための措置へのご協力をお願いいたします。

【株主総会当日の当社の対応】
・会場の受付付近にアルコール消毒液を設置いたします。
・本定時株主総会の運営スタッフは、事前に体調を確認のうえ、マスクを着用して応対させていた
だきます。
・感染リスク低減のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項及び議案の詳細な説
明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に本招集ご通知にお目通しいただ
きますようお願い申し上げます。

・本定時株主総会当日までの新型コロナウイルス感染症の拡大状況や政府等の発表内容等により、
株主総会の運営に大きな変更が生じる場合がございます。
　インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.seiryodenki.co.jp/）より、発信情報を
ご確認くださいますよう、併せてお願い申し上げます。
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2022年６月10日
株　主　各　位

兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番33号
(本社事務所)
大阪市北区堂島二丁目４番27号
西 菱 電 機 株 式 会 社
代表取締役社長 西 井 希 伊

１．日　　　時 2022年６月28日（火曜日）午前10時

２．場　　　所 兵庫県伊丹市中央六丁目２番33号
伊丹シティホテル　３階　光陽の間

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第56期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書類

　　の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第56期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役７名選任の件
第４号議案 補欠監査役２名選任の件

第56回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第56回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
上げます。
　なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネットによって議決権を行使
することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、
３頁及び４頁のご案内に従って、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

　敬　具
記

以　上
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申し上げます。

◎インターネットによる開示について
　次の事項は、法令及び当社定款第15条の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイトに掲
載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。なお、本招集ご通知の添
付書類は、監査役及び会計監査人が監査報告を作成するに際して監査をした対象の一部であります。

　　①連結計算書類の「連結注記表」　②計算書類の「個別注記表」
　株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット
上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイトアドレス　https://www.seiryodenki.co.jp/
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株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

株主総会に
ご出席される場合

同封の議決権行使書用紙に議案の賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

次頁のご案内に従って、議案の賛否
をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

行使期限 行使期限 日　時

2022年６月27日（月曜日）
午後５時45分到着分まで

2022年６月27日（月曜日）
午後５時45分入力完了分まで

2022年６月28日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・２号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第３・４号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

ログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウ
ェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは１回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力
する方法」をご確認ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

－ 4 －
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件
　第56期の期末配当につきましては、株主の皆様のご支援に報いるため、以下のとおりといた
したいと存じます。
⑴　配当財産の種類

金銭といたします。
⑵　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金15円　配当総額は52,472,520円
　なお、１株につき10円の中間配当を実施しておりますので、当期の年間配当金は１株に
つき25円となります。

⑶　剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月29日
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第２号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する
改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた
め、次のとおり定款を変更するものであります。
⑴　株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが

義務付けられることから、変更案第15条（電子提供措置等）第１項を新設するものであり
ます。

⑵　株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を
請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定すること
ができるようにするため、変更案第15条（電子提供措置等）第２項を新設するものであり
ます。

⑶　株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条（株主総会参考書類等の
インターネットによる提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

⑷　上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則
は期日経過後に削除するものといたします。
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現 行 定 款 変 更 案

第３章　株主総会 第３章　株主総会

（株主総会参考書類等のインターネットによる提供） （削　　除）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会

参考書類、事業報告、計算書類および連結計
算書類に記載または表示をすべき事項に係る
情報を、法務省令に定めるところに従いイン
ターネットを利用する方法で開示することに
より、株主に対して提供することができる。

（新　　設） （電子提供措置等）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会

参考書類等の内容である情報について電子提
供措置をとる。

２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法
務省令で定めるものの全部または一部につい
て、議決権の基準日までに書面交付請求をし
た株主に対して交付する書面に記載しないこ
とができる。

（新　　設） （附則）
（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）
第１条 定款第15条（株主総会参考書類等のインター

ネットによる提供）の削除および定款第15条
（電子提供措置等）の新設は、2022年９月１
日から効力を生ずる。

２．前項の規定にかかわらず、2022年９月１日か
ら６か月以内の日を株主総会の日とする株主
総会については、定款第15条（株主総会参考
書類等のインターネットによる提供）は、な
お効力を有する。

３．本附則は、2022年９月１日から６か月を経過
した日または前項の株主総会の日から３か月
を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削
除する。

２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております）
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候補者
番　号 氏　名 当社における地位

1 に し お か

西 岡　
の ぶ あ き

伸 明 代表取締役会長 再 任
　

2 に し い

西 井　
き よ し

希 伊 代表取締役社長 再 任
　

3 か な い

金 井　　 
たかし

隆 取締役 再 任
　

4 ま え だ

前 田　
な お あ き

真 昭 取締役 再 任
　

5 か ん だ

神 田　
た つ や

達 也 取締役 再 任
　

6 こ に し

小 西 
し ん う え も ん

新右衛門 社外取締役 再 任 社 外 独 立
　

7 た う ち

田 内　
よ し の ぶ

芳 信 社外取締役 再 任 社 外 独 立
　

再 任
　
再任取締役候補者 社 外

　
社外取締役候補者 独 立

　
証券取引所の定めに基づく独立役員

第３号議案　取締役７名選任の件
　取締役全員（７名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして
は、社外取締役２名を含む取締役７名の選任をお願いしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。

－ 8 －
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氏　名 企業経営
経営戦略

内部統制
ガバナンス 財務・会計 法務・

コンプライアンス
人事・

人材開発
営業・

マーケティング
研究開発・
生産・品質

にしおか

西岡　
のぶあき

伸明 ● ● ● ● ●

に し い

西井　
き よ し

希伊 ● ● ● ● ●

か な い

金井　
たかし

隆 ● ● ●

ま え だ

前田　
なおあき

真昭 ● ● ● ●

か ん だ

神田　
た つ や

達也 ● ● ● ●

こ に し

小西
し ん う え も ん

新右衛門 ● ● ● ● ●

た う ち

田内　
よしのぶ

芳信 ● ● ● ● ●

＜ご参考＞　取締役候補者の専門性と経験
　　各取締役候補者の主な専門性と経験は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ   り   が   な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

　略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株 式 の 数

１
再　任

に し お か

西　岡　
の ぶ あ き

伸　明
(1957年１月12日生)

　

    1992年    8 月 当社総務部長
    1993年    2 月 当社取締役
    2002年    4 月 当社取締役副社長
    2007年    6 月 当社代表取締役副社長
    2008年    4 月 当社代表取締役社長
    2019年    4 月 当社代表取締役会長（現任）

94,000株

【取締役候補者とした理由】
取締役就任以来経営者としての経験を積み、代表取締役会長就任後は、最高経営責任者として当社グ
ループの経営を牽引するとともに、コーポレートガバナンスの強化を始めとする経営改革を推進して
まいりました。当社グループの企業価値を持続的に向上させるために同氏が取締役として適任である
と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

２

再　任

に し い

西　井　
き よ し

希　伊
(1955年11月13日生)

　

    1979年    4 月 当社入社
    2008年    6 月 当社取締役
    2011年    4 月 当社常務取締役 販売統括・端末販売担当
    2018年    6 月 当社専務取締役 事業全般・子会社管掌
    2018年    9 月 当社代表取締役専務取締役

事業全般・子会社管掌
    2019年    4 月 当社代表取締役社長 事業全般・子会社管掌
    2019年    6 月 当社代表取締役社長（現任）

36,200株

【取締役候補者とした理由】
入社以来、各事業の営業部門を幅広く経験し、取締役就任以降は営業・技術の全部門を統括するな
ど、当社グループの事業・経営に精通しております。代表取締役社長就任後は、最高執行責任者とし
てグループの構造改革を実行するなど、経営全般の業務執行を強力に推進してまいりました。当社グ
ループの企業価値を持続的に向上させるために同氏が取締役として適任であると判断し、引き続き選
任をお願いするものであります。
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３
再　任

か な い

金　井　　
たかし

隆
(1957年８月31日生)

　

    1981年    4 月 三菱電機株式会社入社
    2007年    4 月 同社京都製作所 経理部長
    2013年    6 月 東芝三菱電機産業システム株式会社取締役
    2016年    6 月 当社取締役 経営企画・財務担当（現任）

12,800株

【取締役候補者とした理由】
三菱電機株式会社製作所の経理部長や東芝三菱電機産業システム株式会社の取締役を歴任するなど、
財務・会計に関する豊富な知見を有しており、取締役就任後は、経営・財務戦略の策定・実行を中心
となって強力に推進してまいりました。当社グループの企業価値を持続的に向上させるために同氏が
取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

４

再　任

ま え だ

前　田　
な お あ き

真　昭
(1960年10月24日生)

　

    2008年    11月 株式会社アイディーユー（現 日本アセット
マーケティング株式会社）取締役

    2009年    11月 当社入社 人事・総務・広報部長
    2011年    4 月 当社執行役員 人事総務部長
    2017年    4 月 当社常務執行役員 人事総務部長
    2018年    6 月 当社取締役 人事総務担当
    2019年    4 月 当社取締役 人事総務・法務・輸出管理担当
    2020年    6 月 当社取締役 人事総務・法務コンプライアン

ス・ＣＳＲ担当（現任）

4,000株

【取締役候補者とした理由】
人事総務部門での経験が長く、人事・労務等に関する豊富な業務経験と知見を有しております。取締
役就任後は人事総務政策の立案・遂行に加え、法務コンプライアンス・ＣＳＲを担当し、コーポレー
トガバナンスの強化、コンプライアンス体制の徹底等、会社の基盤づくりを強力に推進してまいりま
した。当社グループの企業価値を持続的に向上させるために同氏が取締役として適任であると判断
し、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

ふ   り   が   な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

　略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株 式 の 数

５

再　任

か ん だ

神　田　
た つ や

達　也
(1961年６月２日生)

　

    1982年    3 月 当社入社
    2011年    4 月 当社執行役員

情報通信端末事業本部 副本部長
    2012年    4 月 当社常務執行役員

モバイルソリューション事業本部長
コムテックサービス株式会社 代表取締役
社長

    2014年    4 月 当社常務執行役員
システムソリューション事業本部長

    2019年    6 月 当社取締役 事業全般・子会社担当（現任）

13,400株

【取締役候補者とした理由】
入社以来、技術・営業の各部門における幅広い実務を経験し、事業部門経営を長年にわたり務めるな
ど、当社グループの事業・経営に精通しております。取締役就任後は事業全般及びグループ会社を統
括し、事業戦略の策定・実行を中心となって強力に推進してまいりました。当社グループの企業価値
を持続的に向上させるために同氏が取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするも
のであります。

６

再　任

社　外

独　立

こ に し

小　西　
し ん う え も ん

新右衛門
(1952年５月22日生)

1975年    4 月　小西酒造株式会社入社
1982年    5 月　同社常務取締役 営業本部長
1989年    6 月　同社代表取締役副社長
1991年    6 月　同社代表取締役社長（現任）
2015年    6 月　当社社外取締役（現任）

1,700株

（重要な兼職の状況）
小西酒造株式会社代表取締役社長

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と実績、幅広い見識を有しており、経営から独立した客
観的・中立的な立場から、経営に対する妥当性・適正性を確保するための有益な助言・提言及び意思
決定をいただいており、当社グループの企業価値の持続的向上のために適切な人材であると判断し、
社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏には今後も、経営から独立した客観的・中
立的な立場から、経営全般の妥当性・適正性を確保するための有益な助言・提言等をいただくことを
期待しております。
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所有する当社
株 式 の 数

７

再　任

社　外

独　立

た う ち

田　内　
よ し の ぶ

芳　信
(1949年９月22日生)

　

    1968年    4 月　日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会
社）入社

    1999年    7 月　エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
（現 株式会社ＮＴＴドコモ）ソリューション
事業企画部長

    2000年    7 月　株式会社ドコモ・マシンコミュニケーショ
ンズ（現 株式会社ＮＴＴドコモに営業譲
渡）取締役

    2004年    6 月　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西
（現 株式会社ＮＴＴドコモ）取締役

    2008年    7 月　ドコモ・エンジニアリング関西株式会社
（現 株式会社ドコモＣＳ関西）常務取締役

    2018年    6 月　当社社外取締役（現任）

8,500株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
長年にわたり電気通信事業の営業から技術に至る要職を幅広く歴任されており、その経歴を通じて培
った豊富な経験・知見を有しております。経営から独立した客観的・中立的な立場から、経営に対す
る妥当性・適正性を確保するための有益な助言・提言及び意思決定をいただいており、当社グループ
の企業価値の持続的向上のために適切な人材であると判断し、社外取締役として選任をお願いするも
のであります。同氏には今後も、経営から独立した客観的・中立的な立場から、経営全般の妥当性・
適正性を確保するための有益な助言・提言等をいただくことを期待しております。

（注）１. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 小西新右衛門及び田内芳信の両氏は社外取締役候補者であります。
３. 小西新右衛門氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本定時株主総会終結の時をもって

７年となります。
４. 田内芳信氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本定時株主総会終結の時をもって４年

となります。
５. 当社は、小西新右衛門及び田内芳信の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、同取引所に届け出ております。なお、その独立性の判断基準は、会社法上の社外要件に加
え、同取引所の定める独立性基準を充足することとしております。

６. 当社は、社外取締役に適切な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分に発揮できるよう、
定款に取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で責任限定契約の締結を可能とする規
定を設けております。当該規定に基づき、社外取締役である小西新右衛門及び田内芳信の両氏と当社
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との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、本議案が承認可決された
場合には、両氏との間で当該契約を継続することを予定しております。なお、当該契約に基づく賠償
責任の限度額は、法令に定める額としております。

７. 当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、
29頁に記載のとおりです。各取締役候補者の選任が承認可決された場合は、各候補者は当該保険契
約の被保険者となります。

８. 各取締役候補者の指名・選任を行うにあたっての方針と手続は、28頁及び29頁に記載のとおりであ
ります。
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１

社　外

独　立

ひ え だ

稗　田　　
まさる

勝
(1950年５月７日生)

　

    1973年    4 月 株式会社神戸銀行（現 株式会社三井住友銀
行）入行

    1991年    10月 株式会社太陽神戸三井銀行（現 株式会社三
井住友銀行）我孫子支店長

    1997年    6 月 株式会社さくら銀行（現 株式会社三井住友
銀行）支店第三部長

    1998年    11月 同行大手町支店長
    2000年    9 月 同行東京中央法人営業第二部長
    2001年    6 月 神戸電鉄株式会社取締役
    2007年    4 月 同社常務取締役
    2012年    6 月 同社常勤監査役
    2017年    6 月 当社社外監査役

―株

【補欠の社外監査役候補者とした理由】
金融機関出身であり、財務及び会計に関する知見並びに事業会社の常務取締役及び監査役として携わ
った幅広い経営経験に基づく識見を有しております。また、2017年６月から2021年６月までの４年
間にわたり当社の社外監査役として取締役の職務の執行に関する監査機能を十分に発揮するなど、適
切な役割を果たしていただいたことから、引き続き補欠の社外監査役としての選任をお願いするもの
であります。

第４号議案　補欠監査役２名選任の件
　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名の選任をお願いした
いと存じます。
　補欠監査役候補者は次のとおりであり、稗田勝氏は社外監査役菱田信之氏の補欠候補者、國枝
雅之氏は社外監査役池田篤義氏の補欠候補者であります。
　なお、補欠監査役の選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議に
よりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
　本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
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候補者
番　号

ふ   り   が   な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株 式 の 数

２

社　外

く に え だ

國　枝　
ま さ ゆ き

雅　之
(1966年10月11日生)

　

    1990年    4 月 三菱電機株式会社入社
    2017年    4 月 同社コミュニケーション・ネットワーク製

作所経理部長
    2017年    6 月 当社社外監査役
    2020年    4 月 三菱電機株式会社関係会社部次長（現任）

―株

（重要な兼職の状況）
三菱電機株式会社関係会社部次長

【補欠の社外監査役候補者とした理由】
事業会社の経理部門において長年にわたり培ってきた財務及び会計に関する幅広い知見を有しており
ます。また、2017年６月から2020年６月までの３年間にわたり当社の社外監査役として取締役の職
務の執行に関する監査機能を十分に発揮するなど、適切な役割を果たしていただいたことから、引き
続き補欠の社外監査役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員と
なること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役と
しての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

（注）１. 各補欠監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 稗田勝及び國枝雅之の両氏は補欠の社外監査役候補者であります。
３. 当社は、稗田勝氏が監査役に就任した場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員

として指定し、同取引所に届け出る予定であります。なお、その独立性の判断基準は、会社法上の社
外要件に加え、同取引所の定める独立性基準を充足することとしております。

４. 國枝雅之氏は1990年４月から現在までの間、その他の関係会社である三菱電機株式会社の使用人で
あり、特定関係事業者の業務執行者であります。また、同氏はその期間、使用人としての給与を得て
おります。

５. 当社は、監査役に適切な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款
に監査役との間で責任限定契約の締結を可能とする規定を設けております。稗田勝氏もしくは國枝雅
之氏が監査役に就任した場合、当該規定に基づき会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を
締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める額としており
ます。

６. 当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、
29頁に記載のとおりです。各補欠監査役候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険
者となります。

７. 各補欠監査役候補者の指名・選任を行うにあたっての方針と手続は、28頁及び29頁に記載のとおり
であります。

以　上
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(2021年 ４ 月 １ 日から
2022年 ３ 月 31日まで )

（添付書類）

１．当社グループの現況
⑴　経営理念・経営基本方針

当社グループは、経営理念・経営基本方針のもと、様々なステークホルダーに対する責任と
対話を重視するとともに、更なる企業価値の向上を目指し取り組んでおります。

【経営理念】
西菱電機グループは、優れた「ビフォア」サービス・「イン」サービス・「アフター」サービ
スを通して、会社に係わるすべての人々に喜びを提供します。

【経営基本方針】
会社に係わるすべての人々との信頼関係を築き、情報通信ビジネスのOnly OneでNo.1を目指
します。
１）私たちは、魅力ある製品・サービスを通して、感動と喜びをお届けします。
２）私たちは、グループ一体となって、「安心」と「信頼」の西菱品質をお届けします。
３）私たちは、情熱を持って仕事に取り組み、家族や社会に誇れる会社を創ります。
４）私たちは、グループのコミュニケーションを高め、活気ある会社を創ります。
５）私たちは、企業価値を高め、永続的に成長・発展する企業を目指します。
６）私たちは、すべての製品・サービスを通して、豊かで安心・安全・快適な社会の実現に取

り組みます。
７）私たちは、企業活動を通して、地域社会の発展と地球環境の保全に貢献します。
８）私たちは、いかなる時も誠実に行動し、コンプライアンスを徹底します。
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⑵　事業の状況
①　事業の経過及び成果

当連結会計年度における国内経済は、新型コロナウイルス感染症の度重なる感染拡大によ
り、経済活動の停滞、サプライチェーンの鈍化、原材料の高騰など、大小様々な影響が大きく
影を落としております。徐々に経済活動の制限が解除されるなど、感染症対策と経済の両立に
向けた動きが見えるものの、いまだ先行きは不透明な状況です。

当社グループの関連する業界では、情報通信端末事業におきましては、大手通信事業者の低
額料金プラン導入、５Ｇサービス（第５世代移動通信システムを利用したサービス）の開始な
ど市場環境が大きく変化しています。また、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ新しい生活
様式が顧客動向を変化させ、国内通信事業者の施策に変化をもたらすなど、今後の動向は不透
明な状況となっております。情報通信システム事業では、依然として頻繁に発生する豪雨災害
や地震被害などから、国民の安心・安全な暮らしを守る社会インフラの整備・強化が継続して
います。また、新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけとして、デジタル庁が主導するデ
ジタル社会形成に向けたデジタル・トランスフォーメーション（DX）の促進など、様々な分
野でビッグデータ、IoT、AI、ブロックチェーン、大容量通信などの新技術の活用はなお一層
進んでいくものと考えます。

このような状況のもと、当社グループの売上高は、官公庁向け大口システムや、西菱電機エ
ンジニアリング株式会社の三菱電機株式会社向けの受注が増加したものの、収益認識会計基準
が適用された影響により減収となりました。経常損益は、収益率の改善や自粛に伴う固定費の
減少、費用抑制などに取り組んだものの、携帯端末販売における一部通信事業者からの販売イ
ンセンティブが減少したことによる収益力の低下、情報通信システム事業の競争激化による収
益率悪化により減益となりました。なお、「市町村防災行政無線システム」をはじめとした新
規事業開発、規模拡大に向けた社内体制強化、販売促進などの積極的な投資は継続しております。

これらの結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高172億22百万円（前連結会計年度は
181億55百万円）、営業利益２億76百万円（同２億91百万円）、経常利益３億３百万円（同
３億47百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益１億98百万円（同２億32百万円）となり
ました。

なお、当社グループは、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月
31日）等を当連結会計年度の期首より適用しております。そのため、経営成績に関する記載
については、増減額及び前連結会計年度比（％）を記載せずに説明しております。

事業別の状況につきましては、次のとおりであります。
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情報通信端末事業
携帯端末販売の販売台数は増加したものの、携帯端末修理再生における修理台数の減少、パ

ソコン販売事業の事業終了、携帯端末販売における一部通信事業者からの販売インセンティブ
が減少したことから、売上高は減収となりました。利益面では、携帯端末修理再生における生
産性の向上や、携帯端末販売においては、スマートフォンを利用した決済サービス・各種サー
ビスコンテンツなど付加価値商材提案による収益性向上に取り組んだものの、販売インセンテ
ィブ減少を主因とした収益率悪化の影響をカバーすることができず減益となりました。

これらの結果、売上高は71億81百万円（前連結会計年度は73億83百万円）、営業利益は
６億68百万円（同８億78百万円）となりました。

情報通信システム事業
売上高は、官公庁向けシステムや、西菱電機エンジニアリング株式会社の三菱電機株式会社

向けの受注が増加したものの、収益認識会計基準が適用された影響により減収となりました。
利益面では、原価低減などによる収益率の改善に加え、固定費の抑制に取り組んだものの競争
激化などの影響から収益率が悪化し、減益となりました。なお、「市町村防災行政無線システ
ム」などへの開発投資は引き続き推進しております。

これらの結果、売上高は100億19百万円（前連結会計年度は107億75百万円）、営業利益
は９億68百万円（同10億37百万円）となりました。

ＩｏＴ事業
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、販売活動の停滞やターゲット顧客の投資意欲の

減退など厳しい状況が継続しました。この市場環境の変化に対応するため、得意とするソリュ
ーションビジネスにマーケティング活動を変更し、お客様システムの更なる運用改善・付加価
値向上に特化した活動を推進。JR東日本ビルテック株式会社と「緊急連絡・報告アプリ」を共
同開発するなど、新たなサービスの開発・拡販に引き続き取り組みました。

これらの結果、売上高は25百万円（前連結会計年度は33百万円）、営業損失は62百万円
（同営業損失89百万円）となりました。
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区 分 売上高(百万円) 前連結会計年度比
増減率(％) 構成比(％)

情 報 通 信 端 末 事 業 7,181 － 41.7
情 報 通 信 シ ス テ ム 事 業 10,019 － 58.2
Ｉ ｏ Ｔ 事 業 25 － 0.1

合 計 17,226 － 100.0

事業別の概況

（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てております。
２．各事業間の内部売上高または振替高３百万円を含めて表示しております。
３．当連結会計年度の期首から「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31

日）等を適用しております。そのため、当該基準を適用する前の前連結会計年度の実績値に対する
増減率は記載しておりません。

②　設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資の総額は１億65百万円であります。その主なものは、情報通信

端末事業では発券機システム開発に係る資産や携帯販売店舗に係る設備更新等、情報通信シス
テム事業ではクラウド型画像監視制御システム開発に係る資産、防災アプリタブレット版開発
に係る資産、猪名寺事業所に係る設備更新等であります。管理部門では本社等に係る設備更新
等であります。

③　資金調達の状況
特定当座借越枠（コミットメントライン）を２行にて合計25億円設定しております。

－ 20 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

事
業
報
告

18,155
22,251 20,539

第55期
（2021年３月期）

第54期
（2020年３月期）

第53期
（2019年３月期）

17,222

第56期
（2022年３月期）

（単位：百万円）売上高

347353 370

第55期
（2021年３月期）

第54期
（2020年３月期）

第53期
（2019年３月期）

303

第56期
（2022年３月期）

（単位：百万円）経常利益

232242 251

第55期
（2021年３月期）

第54期
（2020年３月期）

第53期
（2019年３月期）

198

第56期
（2022年３月期）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

66.5069.37 71.80

第55期
（2021年３月期）

第54期
（2020年３月期）

第53期
（2019年３月期）

56.62

第56期
（2022年３月期）

（単位：円）1株当たり当期純利益

11,291

5,453

11,488 11,800

5,2315,141

■総資産　■純資産

第55期
（2021年３月期）

第54期
（2020年３月期）

第53期
（2019年３月期）

10,941

5,560

第56期
（2022年３月期）

（単位：百万円）総資産/純資産

1,558.941,469.80 1,495.46

第55期
（2021年３月期）

第54期
（2020年３月期）

第53期
（2019年３月期）

1,589.49

第56期
（2022年３月期）

（単位：円）1株当たり純資産額

⑶　財産及び損益の状況

第53期
(2019年３月期)

第54期
(2020年３月期)

第55期
(2021年３月期)

第56期
(2022年３月期)
(当連結会計年度)

売 上 高 (百万円) 22,251 20,539 18,155 17,222
経 常 利 益 (百万円) 353 370 347 303
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 242 251 232 198
１ 株当 た り当 期 純利 益 (円) 69.37 71.80 66.50 56.62
総 資 産 (百万円) 11,488 11,800 11,291 10,941
純 資 産 (百万円) 5,141 5,231 5,453 5,560
１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 1,469.80 1,495.46 1,558.94 1,589.49

（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数に基
づき算出しております。なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数は、いずれも自己
株式を控除して算出しております。
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２．当連結会計年度の期首から「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31
日）等を適用しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただ
し書きに定める経過的な取扱いに従って適用しております。

⑷　対処すべき課題
情報通信業界は、ICT（情報通信技術）の社会への浸透、政府によるデジタル庁の発足、企

業におけるDXへの注目の高まりなど、デジタル社会の形成が本格化する中で、大きな変化が
更に加速していくものと考えます。

一方、当社グループを取り巻く環境は、一部通信事業者の手数料条件の改定をはじめとし
て、大きな変革期を迎えております。また、半導体供給不足による製品・材料の長納期化、原
材料高騰による収益悪化懸念など、ウィズコロナは今後も継続、事業環境は厳しい状況が続く
ものとみております。

このような環境のもと、市場環境・需要構造の変化を見極め、事業の最適化・再構築を図る
ことで事業基盤を強化するとともに、事業推進機能を各事業に構築・推進していくことで未来
をも見据えた新市場開拓・開発にも取り組んでまいります。

IoT事業につきましては、長引くコロナ禍でターゲット顧客の投資意欲の回復が見込めず、
選択と集中により情報通信システム事業に統合、これまで培ったノウハウを当社グループの得
意とするソリューションビジネスに活用・展開することで、事業の再生とシナジー創出を目指
します。

情報通信端末事業
大手通信事業者の低額料金プランの導入、５Ｇサービスの開始など、引き続き大きな市場変

化が見込まれる中、国内通信事業者の施策方針変更による大幅な収益率悪化など、厳しい事業
環境となっております。このような状況のもと、これまでと同様にお客様にご満足いただき将
来にわたりお選び頂ける店舗創りに取り組むとともに、市場変化に適応したオペレーションで
事業構造改革を進めてまいります。

携帯端末修理再生では、生産性向上による収益力向上に引き続き取り組んでまいります。
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情報通信システム事業
官公庁向けでは、防災・減災対策の充実、インフラ老朽化対策、DXの推進などにより、引

き続き需要は堅調に推移すると予測しております。このような中、各種防災行政無線システム
や河川監視システムなどを中心に防災・減災需要の取込、保守などストックビジネスの確保に
取り組みます。

防災行政無線システムにつきましては、これまでに開発した「ハイブリッド同報無線システ
ム」、スマートフォン対応防災アプリ「防災コンシェル」に加え、新たに開発し自治体のDX
推進にも貢献するタブレット型防災・地域情報配信アプリ「お知らせコンシェル」など、お客
様のニーズにあった防災減災に役立つソリューションを展開し、全国の市町村を中心とした新
たな市場の取込を図ります。

民間向けでは、当社IP無線製品、タクシー配車ソリューションの更なる付加価値向上、拡販
に取り組みます。

今後も最新技術を活用し、市場の動向を踏まえ、お客様のニーズに合ったシステム開発やマ
ーケティング活動を行い、事業の拡大に積極的に取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

会 社 名 資本金(百万円) 当社の議決権比率(％) 主要な事業内容

コ ム テ ッ ク サ ー ビ ス 株 式 会 社 50 100 携帯情報通信端末の販売

西菱電機フィールディング株式会社 14 100 情 報 通 信 機 器 等 の
技 術 サ ー ビ ス

西菱電機エンジニアリング株式会社 60 100 無 線 通 信 機 器 等 の
開発、設計、製作並びに販売

鳥 取 西 菱 電 機 株 式 会 社 10 100 無 線 通 信 機 器 等 の
開 発 、 設 計

⑸　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

（注）特定完全子会社に該当する子会社はありません。
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③　その他の状況
当社は三菱電機株式会社の持分法適用の関連会社にあたり、同社は当社株式を812千株（議

決権比率23.2％）保有しております。
なお、当社グループと同社との当連結会計年度の取引は、仕入高全体の4.8％、売上高全体

の16.9％の割合を占めており、価格その他の取引条件は、市場の実勢を参考に折衝のうえ決
定しております。

事 業 主 要 業 務

情 報 通 信 端 末 事 業 携帯情報通信端末の販売
携帯情報通信端末の修理再生

情 報 通 信 シ ス テ ム 事 業

官公庁向け情報通信機器及びシステムの販売並びに販売支援
民間会社向け情報通信機器及びシステムの製作及び販売
情報通信機器及びシステムの据付、保守、修理、運用等の技術サービス
無線通信機器及び制御盤等の開発、設計、製作並びに販売

Ｉ ｏ Ｔ 事 業 IoTを活用した各種製品・サービスの提供

⑹　主要な事業内容（2022年３月31日現在）
当社グループは、当社及び連結子会社４社で構成されており、事業内容は次のとおりであり

ます。

（注）IoT事業につきましては、第57期（2023年３月期）より情報通信システム事業と統合いたします。

名 称 所 在 地
本 店 兵庫県伊丹市
本 社 事 務 所 大阪市北区
猪 名 寺 事 業 所 兵庫県尼崎市
大 阪 支 社 大阪市北区
東 京 支 社 東京都港区
神 奈 川 営 業 所 横浜市西区
東 日 本 端 末 修 理 セ ン タ ー 東京都江東区

⑺　主要な営業所（2022年３月31日現在）
①　当社の主要な事業所
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名 称 本 社 所 在 地
コ ム テ ッ ク サ ー ビ ス 株 式 会 社 大阪市北区
西 菱 電 機 フ ィ ー ル デ ィ ン グ 株 式 会 社 横浜市西区
西 菱 電 機 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 兵庫県伊丹市
鳥 取 西 菱 電 機 株 式 会 社 鳥取県鳥取市

②　子会社

使　用　人　数 前期末比増減
642（244）名 ６名減（２名減）

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
441（162）名 ９名減（１名減 ） 42.0歳 15.0年

⑻　使用人の状況（2022年３月31日現在）
①　当社グループの使用人の状況

（注）使用人数は就業人員で、正社員と受入出向者であります。また、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均
人員を外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員で、正社員と受入出向者であります。また、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均
人員を外数で記載しております。

借 入 先 借入額(百万円)
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 100
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 100

⑼　主要な借入先の状況（2022年３月31日現在）

⑽　その他当社グループの現況に関する重要な事項
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、携帯端末販売店舗の休業、携帯端末修理再生の稼

働減、情報通信システム事業の事業活動低下など業績への影響を懸念しております。今後の感
染拡大や収束の状況などによって業績は大きく変動する可能性があります。
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①　発行可能株式総数 12,000,000株
②　発行済株式の総数 3,500,000株
③　株主数 1,058名

株 主 名 持株数(株) 持株比率(％)

三 菱 電 機 株 式 会 社 812,000 23.21

合 同 会 社 ニ シ オ カ 800,000 22.87

株 式 会 社 コ ン セ プ ト 178,500 5.10

西 菱 電 機 従 業 員 持 株 会 170,900 4.88

西 岡 伸 明 94,000 2.68

海 山 　 智 84,000 2.40

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 80,800 2.31

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 54,300 1.55

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 48,000 1.37

吉 田 政 功 46,600 1.33

２．会社の株式に関する事項
⑴　株式の状況（2022年３月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）持株比率は、自己株式（1,832株）を控除して計算しております。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況
該当事項はありません。

⑶　その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

３．会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 西 岡 伸 明

代 表 取 締 役 社 長 西 井 希 伊

取 締 役 金 井 　 隆 経営企画・財務担当

取 締 役 前 田 真 昭 人事総務・法務コンプライアンス・CSR担当

取 締 役 神 田 達 也 事業全般・子会社担当

取 締 役 小　　西　　新右衛門 小西酒造株式会社代表取締役社長

取 締 役 田 内 芳 信

常 勤 監 査 役 竹 内 　 徹
コムテックサービス株式会社監査役
西菱電機フィールディング株式会社監査役
西菱電機エンジニアリング株式会社監査役
鳥取西菱電機株式会社監査役

監 査 役 菱 田 信 之

監 査 役 池 田 篤 義 三菱電機株式会社関係会社部経営企画担当部長

４．会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の氏名等（2022年３月31日現在）

（注）１. 取締役小西新右衛門及び田内芳信の両氏は、社外取締役であります。
２. 監査役菱田信之及び池田篤義の両氏は、社外監査役であります。
３. 当社は、取締役小西新右衛門、田内芳信及び監査役菱田信之の各氏を株式会社東京証券取引所の定

めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、その独立性の判断基準
は、会社法上の社外要件に加え、同取引所の定める独立性基準を充足することとしております。

４. 監査役菱田信之及び池田篤義の両氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有
しております。

・監査役菱田信之氏は、金融機関出身であり支店長・営業部長の要職を歴任するなど、実務に携わっ
ていたほか、事業会社の代表取締役として経営に携わった経験があります。

・監査役池田篤義氏は、事業会社の経理部門において長年にわたる経理業務の経験を有しており、ま
た、上場企業での社外監査役の経験もあります。現在、三菱電機株式会社関係会社部経営企画担当
部長を務めております。
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５. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動
⑴　就任

2021年６月24日開催の第55回定時株主総会において、菱田信之氏が新たに監査役に選任さ
れ、就任いたしました。

⑵　退任
2021年６月24日開催の第55回定時株主総会終結の時をもって、稗田勝氏は任期満了により監
査役を退任いたしました。

⑶　取締役の地位・担当等の異動
該当事項はありません。

６. 当事業年度末日後の取締役及び監査役の異動
⑴　就任

該当事項はありません。
⑵　退任

該当事項はありません。
⑶　取締役の地位・担当等の異動

該当事項はありません。
７. 株主総会に付議する、取締役及び監査役候補者の指名・選任を行うにあたっての方針と手続は、以

下のとおりであります。
⑴　指名方針

・取締役候補者
当社の業務内容に精通するとともに業界内外における豊富な人脈や幅広い知識を兼ね備え、適
切な意思決定や経営判断が行えること。また、経営に必要となる知識や経験を有し、適切なリ
スク管理を行うことができること。

・社外取締役候補者
業務執行の機動性の観点から、企業経営における幅広い経験と知見に基づく経営判断力がある
こと、もしくは、専門分野の知見を有し、公平・中立な立場から客観的に当社経営に対して監
督・助言ができること。

・監査役候補者
当社の業務内容に精通した常勤者のほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するこ
と、もしくは法令や定款の遵守、財務・会計等の見地から意見を述べるなど、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言が行えること。
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⑵　指名手続
・取締役候補者

代表取締役社長が原案を提出し、取締役会にて決定しております。
・監査役候補者

代表取締役社長が監査役会とあらかじめ協議して候補者を選定、監査役会の同意を得て代表取
締役社長が原案を提出し、取締役会にて決定しております。

⑵　責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び監査役に適切な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分

に発揮できるよう、定款に取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間
で責任限定契約の締結を可能とする規定を設けております。当該規定に基づき、当社と各社外
取締役及び各監査役とは、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。

⑶　補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

⑷　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の範囲を当社におけ

る取締役、執行役員及び監査役並びにすべての子会社における取締役及び監査役としており、
その保険料を全額各社が負担しております。

当該保険契約の塡補の対象は法律上の損害保険金、争訟費用としており、故意または重過失
に起因する損害賠償請求は当該保険契約により塡補の対象とはなりません。

⑸　取締役及び監査役の報酬等
①　取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬額は、2008年６月25日開催の第42回定時株主総会において年額300百万円
以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないと決議しております。当該株主総会終
結時の取締役の員数は８名です。

監査役の報酬額は、2006年６月27日開催の第40回定時株主総会において年額60百万円以
内と決議しております。当該株主総会終結時の監査役の員数は３名です。
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②　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年１月22日開催の社外取締役・社外監査役を含む取締役会において、取締役

の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議しております。当該決議に際して
は、その方針の内容を出席者に説明するとともに、出席者の意見を尊重し、十分に審議を尽く
したうえで決議しております。

イ．取締役の報酬等の基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的向上を図るために業績に連動したインセ

ンティブ重視の報酬体系となるよう設計し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職
責を踏まえて適正な評価を行うことにより、業績向上に資することを基本方針としてお
ります。

取締役（社外取締役を除く）の報酬体系は、より業績との連動性を高めた月額報酬制
度としております。具体的には、役位に応じた基本報酬に、前事業年度の業績に応じて
支給額を算定する業績報酬を加算して固定報酬を決定する報酬体系としております。

なお、社外取締役は、監督機能強化の観点から基本報酬のみとしております。
ロ．取締役（社外取締役を除く）の報酬等に関する方針

当社の取締役（社外取締役を除く）の固定報酬は、毎月固定額を支払う月額報酬と
し、個人別の報酬等の額の全部を占めます。基本報酬は、同業・同規模の他社水準も参
考に、役割・役位及び代表権の有無等の職責に基づき決定しております。業績報酬は、
業績に対する責任と報酬との関連性を明確にするため、会社業績のほか、各人の貢献
度・経営能力・功労をはじめとする個人の業績を総合的に考慮して決定しております。

ハ．社外取締役の報酬等に関する方針
当社の社外取締役の固定報酬は、毎月固定額を支払う月額報酬とし、個人別の報酬等

の額の全部を占めます。各社外取締役の報酬は、監督機能強化の観点から基本報酬のみ
とし、同業・同規模の他社水準も参考に、役割・役位等の職責に基づき決定しております。

ニ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額は、取締役会の決議に基づき代表取締役２名（代表取

締役会長・代表取締役社長）がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、
その権限の内容は各取締役の基本報酬の額及び業績報酬の額としております。取締役会
における委任の決定に際しては、その報酬体系、考え方、算定方法等も含めて出席者に
説明するとともに、出席者の意見を尊重し、十分に審議を尽くしたうえで決議しており
ます。取締役会は、当該権限が代表取締役２名によって適切に行使されるよう、人事総
務担当取締役に方針に基づく原案作成を諮問し、上記の委任を受けた代表取締役は人事
総務担当取締役が作成した答申を踏まえて決定しております。
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区 分 報酬等の総額(百万円) 報酬等の種類別の総額(百万円) 員数(名)固定報酬
取 締 役 185 185 ７
監 査 役 19 19 ３

合　　　　　計
（うち社外役員）

204
（ 18 ）

204
（ 18 ）

10
（ ４ ）

③　監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
　監査役の報酬については、2021年７月21日開催の監査役会において監査役の協議により以
下のとおり決定しております。

・当社の監査役の報酬は、基本報酬のみで構成される固定報酬としております。固定報酬
は、毎月固定額を支払う月額報酬とし、個人別の報酬等の額の全部を占めます。基本報
酬は、常勤・非常勤の別及び業務分担の状況等を勘案して決定しております。

④　取締役及び監査役の報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 監査役の報酬等の総額には、2021年６月24日開催の第55回定時株主総会終結の時をもって任期満

了により退任した監査役１名の報酬が含まれております。
３. 当事業年度中に在任していた社外役員の員数は５名ですが、無支給の社外監査役が１名いるため、

支給員数は４名となります。
４. 取締役会の決議による取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

⑴　委任を受けた者の氏名、地位
代表取締役会長　西岡伸明・代表取締役社長　西井希伊

⑵　委任された権限の内容、理由等
取締役会は、各取締役の固定報酬を構成する基本報酬の額及び業績報酬の額の決定を委任しており
ます。委任した理由は、当社全体の業績等も勘案しつつ、各取締役について評価を行うには、代表
取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたり、取締役会
は、当該権限が代表取締役２名によって適切に行使されるよう、人事総務担当取締役に方針に基づ
く原案作成を諮問し、人事総務担当取締役が作成した答申を踏まえて決定しております。

５. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が当該方針に沿うものであると判断した理由
　取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、取締役会の出席者に報酬体系、考え方、算定方法
等を説明するとともに、出席者の意見を尊重し十分に審議を尽くしたうえで代表取締役２名（代表
取締役会長　西岡伸明・代表取締役社長　西井希伊）への具体的内容の決定についての委任が決議
され、取締役会より人事総務担当取締役に個人別の報酬原案の作成を諮問し、その答申を踏まえて
報酬額を決定しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
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地 位 氏 名 兼 職 先 名 兼 職 の 内 容 関 係

取 締 役 小　　西　　新右衛門 小西酒造株式会社 代表取締役社長 当社と同社との間には特別の関
係はありません。

取 締 役 田 内 芳 信 ― ― ―
監 査 役 菱 田 信 之 ― ― ―

監 査 役 池 田 篤 義 三菱電機株式会社 関係会社部
経営企画担当部長

特定関係事業者の業務執行者で
あります。同社との間に販売・
据付・修理・保守点検等の取引
関係があります。

氏 名 出 席 状 況 発言状況及び社外役員に期待される役割に関して行った職務の概要

小　西　新右衛門 [取締役会]
９／９回（100％）

2015年６月に当社社外取締役に就任以降、長年にわたる企業経営
の経験等により培われた事業運営に関する知見や見識から意見を述
べるなど、経営から独立した客観的・中立的な立場で、経営全般の
妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、取締役会にお
ける経営判断及び意思決定の過程において重要な役割を果たしてお
ります。

田 内 芳 信 [取締役会]
９／９回（100％）

2018年６月に当社社外取締役に就任以降、電気通信事業の営業か
ら技術に至る要職を歴任して培われた幅広い知見や見識から意見を
述べるなど、経営から独立した客観的・中立的な立場で、経営全般
の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、取締役会に
おける経営判断及び意思決定の過程において重要な役割を果たして
おります。

菱 田 信 之
[取締役会]

７／７回（100％）
[監査役会]

10／10回（100％）

2021年６月に当社社外監査役に就任以降、金融機関において培わ
れた財務及び会計に関する知見及び事業会社の役員として携わった
幅広い経営経験に基づく識見から、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するため適宜発言を行っております。また、定期的に
開催される監査役会に出席し、監査の方法その他の監査役の職務の
執行に関する事項について、意見の表明を行いました。

池 田 篤 義
[取締役会]

９／９回（100％）
[監査役会]

13／13回（100％）

2020年６月に当社社外監査役に就任以降、事業会社の経理部門で
の勤務経験及び上場企業の社外監査役で培われた財務及び会計に関
する知見から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
め適宜発言を行っております。また、定期的に開催される監査役会
に出席し、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項に
ついて、意見の表明を行いました。

⑹　社外役員に関する事項
①　社外役員の重要な兼職の状況等（2022年３月31日現在）

②　社外役員の主な活動状況

（注）１. 上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款の規定に基づき、取締役会決議があっ
たものとみなす書面決議が４回ありました。

２. 監査役菱田信之氏は、2021年６月24日開催の第55回定時株主総会において新たに選任されたた
め、就任後の出席回数を記載しております。
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区 分 報酬等の額(百万円)

当社が支払うべき報酬等の額 28

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 28

５．会計監査人の状況
⑴　名称　　有限責任監査法人トーマツ

⑵　当事業年度に係る報酬等の額

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額
にはこれらの合計額を記載しております。

⑶　会計監査人の報酬等の額について監査役会が同意した理由
　監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指
針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計
監査人の監査計画、監査の実施状況、及び報酬見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、こ
れらについて適切であると判断し、会社法第399条第１項の同意を行いました。

⑷　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役
会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任し
た旨と解任の理由を報告いたします。

⑸　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業
務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての
決議内容の概要は、以下のとおりです。

①　当社取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社取締役は、会社法第355条の忠実義務が職務執行の根幹をなすものであると認識し、法

令及び定款の遵守を基礎として経営方針を策定するとともに、これらを具体的に体系化した社
内規則集を作成し、イントラネットで全社に公開します。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「稟議規則」「情報資産管理規程」「文書管理規程」その他の関連社内規則に基づき、取締

役会議事録、稟議書その他の取締役の職務の執行に係る情報の記録は、保存場所・情報セキュ
リティ・保存方法・保存年数等を定めて担当部門が保存及び管理を行い、取締役及び監査役が
容易に閲覧することができるようにします。

③　損失の危険に関する規程その他の体制
「危機管理規則」に基づきコンプライアンス違反、環境、品質、災害、情報セキュリティ等
に係る全社横断的なリスクにつき、平時において社長を委員長とする「危機管理委員会」及び
その傘下の「安全衛生委員会」「情報セキュリティ委員会」等において現状把握及び対応策の
検討・策定を行い、危機防止策を各部門の長の責任において実施します。
万一これらの事態が発生した場合には、「危機管理規則」「事業継続計画（BCP）」等に基

づき社長を本部長とする対策本部の設置、対策チームの設置、適確な広報の実施等により事業
を継続し、損害を最小限に抑える方策を実施します。
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④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行の効率化を図るため、次のような施策を実施します。
イ. 中期経営計画及び年度経営計画を策定し経営目標を具体化することにより、取締役の業

務執行の迅速化及び効率化を図ります。
ロ. 独立した社外取締役を選任し、職務執行に対する監督機能を充実し、経営に対する助言

を得ることにより、取締役の職務執行がより効率的に行えるようにします。
ハ. 取締役会において執行役員を選任し、業務執行における決定権限を大幅に委譲して業務

を迅速に行うとともに、「職務分掌規則」及び「職務権限規則」により各部門の長の権
限を明確化し、重複を防ぎ効率的に業務を遂行します。また、毎月開催する「執行役員
会議」において経営課題を討議し共有化します。

ニ. 金融商品取引法第24条の４の４に規定する財務計算に関する書類その他の情報の適正
性を確保するための体制（財務報告に関する内部統制）を構築し運用します。

⑤　社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（コンプライアンス
体制）
当社はコンプライアンスを経営方針の重要な柱とし、この方針は経営理念に基づく「経営基

本方針」及び「社員行動指針」に明記し、社内研修等により全社に浸透を図っています。
コンプライアンス体制の整備のため、次のような施策を実施します。
イ. 「コンプライアンス行動指針」を制定し、職務執行におけるコンプライアンスについて

具体的な指針を示し、社内に周知します。
ロ. 「コンプライアンス基本規則」を中心に「就業規則」「営業規則」等の基本的な社内規

則にコンプライアンスに関する規定を整備するとともに、個人情報保護、インサイダー
取引等防止、安全衛生管理、内部通報制度、安全保障輸出管理、内外の公務員等に対す
る贈賄防止その他のコンプライアンスの実効性を担保するための個別の社内規則を制
定・運用します。

ハ. コンプライアンスの重要性及び社内規則の内容を周知徹底するための従業員等に対する
社内教育を実施します。

ニ. 外部の弁護士及び内部監査部門を通報窓口とする内部通報制度を整備し運用します。本
制度は、当社グループの社員及び役員、退職者に対しても適用されます。

ホ. 社長直属の内部監査部門による内部監査を継続的に実施し、指摘事項については被監査
部門に対して社長名で改善指示を行い、履行状況のフォローアップを行います。
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ヘ. 反社会的勢力との関係を遮断し今後も取引その他一切の関係を持たないことを、「コン
プライアンス行動指針」に明記し、契約書へ反社会的勢力排除に関する条項を規定する
など徹底した運用を行います。

⑥　企業グループとして子会社の業務の適正を確保するための体制
当社と４つの子会社（すべて完全子会社）は、経営理念及びこれに基づく「経営基本方針」、
「社員行動指針」を共有し、当社は、企業グループとしての業務の適正を確保するために、子
会社に対し次のような施策を実施します。
イ. 子会社に対し企業グループの一員としての適正な管理を行うとともに、その経営の自主

性を尊重し、子会社との取引においてはその利益を害することがないよう留意します。
ロ. 「関係会社管理規則」に基づき、子会社の取締役の業務執行状況について所管部門を通

じて当社所管取締役に対し随時報告が行われ、必要に応じて当社取締役会に報告されます。
また、毎月開催される当社「執行役員会議」において各所管部門より子会社の業績等が
報告されます。

ハ. 子会社は当社の「安全衛生委員会」及び「情報セキュリティ委員会」に出席し、情報と
問題意識を共有します。また、子会社の危機管理に関する体制構築を、規則の制定等に
つき指導します。

ニ. 企業グループとして経営計画を策定し、子会社についても経営目標及び予算を設定する
ことにより、子会社がグループの一員として効率的な業務執行を行うことができるよう
にします。

ホ. 子会社の監査役には、当社監査役または専門的な知見を有する社員が兼務し、当社と一
体として監査を行います。また、「関係会社管理規則」に基づき、当社内部監査部門が
子会社に対して内部監査を実施します。

へ. 子会社においてコンプライアンス体制の整備を推進し、必要な社内規則の制定・施行、
教育の実施等を指導します。
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⑦　監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は監査役会設置会社であり、監査役が監査の実効性を確保するため、次のような施策を

実施します。なお、監査役を補助するスタッフは現在設置していませんが、監査役より設置の
申し出があった場合は、その身分の独立性・指示の実効性も含めた対応を検討します。
イ. 監査役会が制定する「監査役会規則」、「監査役監査基準」及び「内部統制システムに

係る監査の実施基準」を社内規則と位置付け、社内規則集に掲載し全社に周知すること
により、監査役が監査を円滑に行えるようにします。

ロ. 監査役は、社外取締役と定期的に情報・意見を交換することにより経営課題を共有化し
ます。

ハ. 監査役は、当社内部監査部門及び子会社監査役と定期的に情報を交換することにより、
当社及び子会社の業務執行の状況について報告を受けるとともに、情報を共有化します。

ニ. 監査役は、当社及び子会社の取締役及び従業員から直接必要な報告を受けることがで
き、また報告した者はそのことを理由として不利益な扱いを受けることはありません。

ホ. 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、当該職務の執行
に必要でないものを除き、監査役と協議した手続きに従い当社がその費用を負担します。

ヘ. 監査役は、「執行役員会議」をはじめとする重要な会議に出席することにより、当社及
び子会社の具体的な職務執行の状況を直接把握することができる等、必要な追加情報を
容易に得ることができます。

⑵　業務の適正を確保するための体制についての運用状況の概要
　当事業年度における当社グループの業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、
以下のとおりです。

①　コンプライアンスに関する体制
経営理念に基づく「経営基本方針」及び「社員行動指針」にコンプライアンス遵守を明記す
るとともに、経営トップがコンプライアンスの重要性を繰り返し発信し、率先してグループ全
社への徹底を図っております。
その他、役員及び社員を対象に集合教育・ｅ-ラーニングや社内イントラネットを活用した

コンプライアンス教育を継続して行っております。
さらに、法令や社内規則違反等の早期発見及び未然防止を目的に、内部通報制度を導入し社

内外に内部者通報相談窓口を設置しております。通報・相談があった場合は、内部監査部門が
調査を行い、当該調査結果を社長及び監査役に報告する運用を行っております。
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内部監査（財務報告に関する内部統制監査を除く。）については、重要な事業テーマから監
査対象を選定し監査を実施しております。その結果は監査報告書により社長に報告され、指摘
事項については社長名で改善指示を行っております。なお、前事業年度の指摘事項については
フォローアップを行うことで改善が図られております。当社取締役は、会社法第355条の忠実
義務が職務執行の根幹をなすものであると認識し、法令及び定款の遵守を基礎として経営方針
を策定するとともに、これらを具体的に体系化した社内規則集を作成し、イントラネットで全
社に公開しております。

②　リスク管理に関する体制
危機管理に関して当事業年度において、安全衛生委員会２回、安全衛生会議・危機管理会議

10回（その他、各事業所及び子会社において職場安全衛生会議を毎月開催）、情報セキュリ
ティ委員会１回開催しております。
また、「危機管理規則」に基づき、会社経営に影響を及ぼす危機が発生した場合は、直ちに
危機対策本部を立ち上げるなど、適切かつ迅速に対応できる体制を整えております。
「事業継続計画（BCP）」については、災害発生時などの緊急事態における社内体制やイン
フラ整備等の見直しを行い、事業活動の継続、並びに早期の再開を可能とする体制の構築を更
に進めてまいります。

③　取締役の職務執行の効率性に関する体制
執行役員制度を導入しており、執行役員に権限の委譲を行い、意思決定の迅速化及び効率化
を図るなど、経営改革の推進に取り組んでおります。
また、月次単位で開催している執行役員会議で、執行役員が当社企業グループの年度計画や
業績等の進捗確認、対応策などの経営課題を討議し共有化を図っております。
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④　企業グループとして子会社の業務の適正を確保するための体制
子会社の業績及び経営課題は、当社取締役会及び執行役員会議において報告され共有化され
ています。当社「安全衛生委員会」及び「情報セキュリティ委員会」には子会社代表がすべて
出席しております。また、当社監査役がすべての子会社の監査役を兼務することにより効率的
な監査を行える体制となるとともに、当社内部監査部門により、すべての子会社を対象に監査
を実施し、その監査結果を基に子会社に対するフォローアップを行うことで指導事項の改善が
図られております。また、子会社において、コンプライアンス体制の整備に必要な社内規則の
制定が進展しております。

⑤　監査役監査の実効性に関する体制
監査役と社外取締役との意見交換会は３回、監査役（子会社の監査役兼務者１名を含む）と
内部監査部門との連絡会は11回開催しました。監査役は、各部門（子会社を含む）に対する
往査を行い、業務遂行の状況について報告を受け、必要な説明を求めるなどの情報共有を行う
とともに、執行役員会議、子会社の取締役会をはじめとする重要な会議に出席したほか、各会
議議事録等の情報を確認しました。なお、監査役が職務の執行に支払った費用は速やかに処理
しております。

（参考）コーポレートガバナンスに関する基本方針
　当社は、企業価値を永続的に高め、すべての利害関係者に貢献するために、経営の効率性を
追求し、社会的責任を果たすことが重要であると考えます。このために経営の監督機能と執行
機能を明確化するとともに、情報開示の迅速化に努めております。これにより経営上の意思決
定、執行に係るコーポレートガバナンスを有効に機能させ内部統制機能を強化すると同時に、
経営の透明性及び健全性の確保を推進しております。さらには、法令・社内規則の順守及び企
業倫理をも含め、従業員等への社内教育制度を充実し、コンプライアンスに対する意識の周知
徹底・強化に取り組んでおります。

（注）この事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部）

流 　 動 　 資 　 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

8,867
1,278
242
5,133
947
434
314
307
210
△0

2,073
938
516
8

133
278
1

205
191
12
0

929
46
84
302
528
△32　

（負　債　の　部）
流 動 負 債 5,217
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 3,489
契 約 負 債 384
短 期 借 入 金 200
未 払 法 人 税 等 52
賞 与 引 当 金 423
短 期 解 約 損 失 引 当 金 1
製 品 保 証 引 当 金 16
受 注 損 失 引 当 金 0
工 事 補 償 引 当 金 52
そ の 他 597

固 定 負 債 163
資 産 除 去 債 務 79
そ の 他 83

負 債 合 計 5,381
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 5,561
資 本 金 523
資 本 剰 余 金 498
利 益 剰 余 金 4,540
自 己 株 式 △1

その他の包括利益累計額 △1
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 12
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 △13

純 資 産 合 計 5,560
資 産 合 計 10,941 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,941

（2022年３月31日現在）
（単位：百万円）
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連 結 損 益 計 算 書

(2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで)

(単位：百万円)
科 目 金 額

売 上 高 17,222
売 上 原 価 12,308

売 上 総 利 益 4,914
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,638

営 業 利 益 276
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1
助 成 金 収 入 8
固 定 資 産 売 却 益 2
開 発 支 援 金 15
そ の 他 14 41

営 業 外 費 用
支 払 利 息 0
支 払 手 数 料 3
店 舗 等 解 約 費 用 3
固 定 資 産 除 却 損 4
雇 用 助 成 納 付 金 1
そ の 他 0 14
経 常 利 益 303

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 303
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 64
法 人 税 等 調 整 額 41 105
当 期 純 利 益 198
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 198
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連結株主資本等変動計算書

(2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 523 498 4,449 △1 5,469

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 ― ― 8 ― 8

会計方針の変更を反映し
た 当 期 首 残 高 523 498 4,458 △1 5,478
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― △115 ― △115
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 ― ― 198 ― 198

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) ― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 82 ― 82
当 期 末 残 高 523 498 4,540 △1 5,561

その他の包括利益累計額
純 資 産 合 計その他有価証

券評価差額金
退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 8 △24 △16 5,453
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 ― ― ― 8

会計方針の変更を反映し
た 当 期 首 残 高 8 △24 △16 5,462
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― △115
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 ― ― ― 198
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 4 11 15 15

当 期 変 動 額 合 計 4 11 15 98
当 期 末 残 高 12 △13 △1 5,560
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貸 借 対 照 表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料
前 払 費 用
未 収 入 金
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
特 許 権
ソ フ ト ウ ェ ア
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

7,883
1,000
242
4,501
832
193
178
139
68
138
565
23
△0

1,751
566
401
6
0
2
90
64
1

208
0

195
12

975
46
195
1

118
216
403
27

△32　

（負　債　の　部）
流 動 負 債 4,509
買 掛 金 3,094
契 約 負 債 384
短 期 借 入 金 200
リ ー ス 債 務 1
未 払 金 225
未 払 費 用 148
未 払 法 人 税 等 22
未 払 消 費 税 等 4
前 受 金 13
預 り 金 69
賞 与 引 当 金 289
短 期 解 約 損 失 引 当 金 1
製 品 保 証 引 当 金 1
受 注 損 失 引 当 金 0
工 事 補 償 引 当 金 52

固 定 負 債 155
長 期 未 払 金 53
リ ー ス 債 務 0
資 産 除 去 債 務 74
そ の 他 26

負 債 合 計 4,664
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 4,957
資 本 金 523
資 本 剰 余 金 498
資 本 準 備 金 498

利 益 剰 余 金 3,937
利 益 準 備 金 106
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,831
別 途 積 立 金 3,450
繰 越 利 益 剰 余 金 381

自 己 株 式 △1
評 価・ 換 算差 額 等 12

その他有価証券評価差額金 12
純 資 産 合 計 4,970

資 産 合 計 9,635 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,635

（2022年３月31日現在）
（単位：百万円）
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損 益 計 算 書

(2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで)

(単位：百万円)
科 目 金 額

売 上 高 13,014
売 上 原 価 9,221
売 上 総 利 益 3,792

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,679
営 業 利 益 113

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 19
保 険 事 務 手 数 料 1
助 成 金 収 入 4
固 定 資 産 売 却 益 2
開 発 支 援 金 15
そ の 他 10 53

営 業 外 費 用
支 払 利 息 0
支 払 手 数 料 3
店 舗 等 解 約 費 用 3
固 定 資 産 除 却 損 4
雇 用 助 成 納 付 金 1
そ の 他 0 13
経 常 利 益 153
税 引 前 当 期 純 利 益 153
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 13
法 人 税 等 調 整 額 40 54
当 期 純 利 益 98
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株主資本等変動計算書

(2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金
資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計 利益準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合 計別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 523 498 498 106 3,450 388 3,945 △1 4,965
会計方針の変
更による累積
的 影 響 額

― ― ― ― ― 8 8 ― 8

会 計 方 針 の 変 更 を
反映した当期首残高 523 498 498 106 3,450 397 3,953 △1 4,974
当 期 変 動 額

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △115 △115 ― △115
当 期 純 利 益 ― ― ― ― ― 98 98 ― 98
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)

― ― ― ― ― ― ― ― ―

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △16 △16 ― △16
当 期 末 残 高 523 498 498 106 3,450 381 3,937 △1 4,957

評価・換算差額等
純 資 産 合 計その他有価証

券評価差額金
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 8 8 4,973
会計方針の変
更による累積
的 影 響 額

― ― 8

会計方針の変更を
反映した当期首残高 8 8 4,982
当 期 変 動 額

剰余金の配当 ― ― △115
当 期 純 利 益 ― ― 98
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)

4 4 4

当期変動額合計 4 4 △12
当 期 末 残 高 12 12 4,970
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指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 三　浦　宏　和  
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 奥　村　孝　司 　

独立監査人の監査報告書
2022年５月10日

西菱電機株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
神戸事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、西菱電機株式会社の2021年４月１日から2022
年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、西菱電機株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

－ 46 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬󠄁による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬󠄁による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬󠄁により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬󠄁による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 三　浦　宏　和 　
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 奥　村　孝　司

独立監査人の監査報告書
2022年５月10日

西菱電機株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
神戸事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、西菱電機株式会社の2021年４月１日から
2022年３月31日までの第56期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬󠄁による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬󠄁による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬󠄁により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬󠄁による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第56期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担を含む監査計画を定め、各監査役から監査の実施状況
及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針及び監査計画に従
い、取締役、監査室及びその他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会、執行役員会議その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ
いては、子会社の取締役、監査役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に
関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)
について、取締役、監査室及びその他の使用人等からその構築及び運用の状況について定
期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平
成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

監査役会の監査報告書　謄本
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書、計算書類(貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算
書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について
検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は

認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月13日

西菱電機株式会社　監査役会
常勤監査役 竹　内　　　徹 ㊞
監査役（社外監査役） 菱　田　信　之 ㊞
監査役（社外監査役） 池　田　篤　義 ㊞

　
以　上
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〒530-0003　大阪市北区堂島二丁目４番27号 JRE堂島タワー
電話：06-6345-4160

●ご出席の株主様へのお土産は取り止めております。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
●発熱や咳などの症状のある株主様やその他体調不良と見受けられる株主様には入場をお断りする場合がございます。
●ご出席の株主様は、マスクの着用をお願い申し上げます。会場受付付近にアルコール消毒液を設置いたします。

伊丹シティホテル ３階 光陽の間
兵庫県伊丹市中央六丁目２番33号　電話：072-777-1111

ご照会先／西菱電機株式会社　総務部

市立伊丹ミュージアム


